
令和 7年 12月 2日  

6年保護者 様  

大阪市立太子橋小学校  

校 長  狭間 雅夫  

( 担 当：事務室 )  

 

 

令和 7 年度  6 年修学旅行の残額返金について 
 

 

 平素は本校教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

 さて、次のとおり学校徴収金の返金がありますので、お知らせいたします。 

 

 

１．返 金 額    ¥1,104 円  ※ 6年積立金（修学旅行費） 

         ＊ 修学旅行費に未納がある場合は、差し引いた金額を返金します。 

＊ 不参加等により返金額が異なる方は別途お知らせをお渡しします。 

 

 

２．返 金 日   令和 7年 12月 9日（火） 

 

 

３．返金方法   ご登録いただいているりそな銀行口座に振り込みます。 

 

 

 

 

※ ご不明な点がございましたら、本校 事務室（☎06-6951-7000）までお問い合わせください。 

 


